
規

則 

学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。 令

和
三
年
十
二
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長 

髙 

田 

直 

芳 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
七
号 

 
 

 

学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
七
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
九

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
二
条
の
二
第
一
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 

四 

不
妊
治
療
に
係
る
通
院
等
を
行
う
学
校
職
員 

 

第
十
二
条
第
一
項
第
二
十
四
号
二
⑶
中
「
こ
ど
も
応
援
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
埼
玉
（
埼
玉
県
福
祉
部

少
子
政
策
課
内
に
事
務
局
を
有
す
る
こ
ど
も
応
援
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
埼
玉
を
い
う
。
）
に
登
録
す
る
」

を
「
県
教
育
委
員
会
が
定
め
る
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
二
十
五
号
と
し
、
同
項
第
十
八
号
か

ら
第
二
十
三
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
項
第
十
七
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 

十
八 

学
校
職
員
が
不
妊
治
療
に
係
る
通
院
等
の
た
め
勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認 

 
 

め
ら
れ
る
場
合 

一
の
年
に
お
い
て
五
日
（
当
該
通
院
等
が
体
外
受
精
そ
の
他
の
県
教
育
委 

 
 

員
会
が
定
め
る
不
妊
治
療
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
十
日
）
の
範
囲
内
の
期 

 
 

間 

 

第
十
二
条
第
二
項
及
び
第
三
項
中
「
及
び
第
十
九
号
」
を
「
、
第
十
九
号
及
び
第
二
十
号
」
に

改
め
る
。 

 

第
二
十
二
条
第
二
項
中
第
九
号
を
第
十
号
と
し
、
第
二
号
か
ら
第
八
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り

下
げ
、
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 

二 

第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
場
合
の
休
暇 

出
産
予
定
日
六
週
間
（
多
胎
妊
娠
の

場
合
に
あ
っ
て
は
、
十
四
週
間
）
前
の
日
か
ら
産
後
八
週
間
を
経
過
す
る
ま
で
の
期
間
。
た

だ
し
、
非
常
勤
の
学
校
職
員
か
ら
請
求
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
教
育
委
員
会
が
特
に
必

要
と
認
め
る
と
き
は
、
出
産
予
定
日
前
の
期
間
及
び
産
後
の
期
間
を
併
せ
て
二
週
間
の
範
囲

内
の
期
間
を
加
算
し
た
期
間 

 

第
二
十
二
条
第
二
項
に
次
の
三
号
を
加
え
る
。 

 

十
一 

第
十
二
条
第
一
項
第
十
八
号
に
掲
げ
る
場
合
の
休
暇 

一
の
年
度
に
お
い
て
五
日
（
当

該
通
院
等
が
体
外
受
精
そ
の
他
の
県
教
育
委
員
会
が
定
め
る
不
妊
治
療
に
係
る
も
の
で
あ
る

場
合
に
あ
っ
て
は
、
十
日
）
の
範
囲
内
の
期
間 

 

十
二 

第
十
二
条
第
一
項
第
十
九
号
に
掲
げ
る
場
合
の
休
暇 

県
教
育
委
員
会
が
定
め
る
期
間

内
に
お
け
る
二
日
の
範
囲
内
に
お
い
て
そ
の
都
度
必
要
と
認
め
ら
れ
る
期
間 



 

十
三 

第
十
二
条
第
一
項
第
二
十
号
に
掲
げ
る
場
合
の
休
暇 

同
号
に
定
め
る
期
間
内
に
お
け

る
五
日
の
範
囲
内
に
お
い
て
そ
の
都
度
必
要
と
認
め
ら
れ
る
期
間 

 
第
二
十
二
条
第
三
項
中
第
二
号
を
削
り
、
第
三
号
を
第
二
号
と
し
、
第
四
号
か
ら
第
十
号
ま
で

を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
項
第
十
一
号
中
「
第
十
二
条
第
一
項
第
二
十
号
」
を
「
第
十
二
条
第

一
項
第
二
十
一
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
十
号
と
し
、
同
条
第
五
項
中
「
第
二
項
第
五
号
」

を
「
第
二
項
第
六
号
」
に
改
め
、
同
条
第
十
二
項
を
同
条
第
十
三
項
と
し
、
同
条
第
十
一
項
中
「
第

三
項
第
八
号
」
を
「
第
三
項
第
七
号
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
二
項
と
し
、
同
条
第
十
項
中

「
第
三
項
第
八
号
及
び
第
九
号
」
を
「
第
三
項
第
七
号
及
び
第
八
号
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第

十
一
項
と
し
、
同
条
第
九
項
中
「
第
三
項
第
六
号
及
び
第
七
号
」
を
「
第
三
項
第
五
号
及
び
第
六

号
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
項
と
し
、
同
条
第
六
項
か
ら
第
八
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
下

げ
、
同
条
第
五
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

６ 

第
二
項
第
十
一
号
、
第
十
二
号
及
び
第
十
三
号
の
休
暇
は
、
一
週
間
の
勤
務
日
が
三
日
以
上

と
さ
れ
て
い
る
非
常
勤
の
学
校
職
員
又
は
週
以
外
の
期
間
に
よ
っ
て
勤
務
日
が
定
め
ら
れ
て
い

る
非
常
勤
の
学
校
職
員
で
一
の
年
度
の
所
定
勤
務
日
数
が
百
二
十
一
日
以
上
で
あ
る
も
の
で
あ

っ
て
、
六
月
以
上
の
任
期
が
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
又
は
六
月
以
上
継
続
勤
務
し
て
い
る
も
の

に
限
り
、
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 


